
暮
ら
し
を
支
え
る
大
切
な
財
源

市
・
県
民
税
な
ど
の
仕
組
み

市
で
は
、
市
民
生
活
に
直
接
結
び
つ
い
た
幅
広
い
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
経
費
を
賄

う
上
で
、
税
金
は
大
切
な
財
源
で
す
。
税
金
に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
た
め
、
市
・

県
民
税
の
仕
組
み
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

課
税
の
仕
組
み

　
令
和
8
年
度
の
市
・
県
民
税
は
、

令
和
7
年
1
〜
12
月
の
所
得
を
基
に

税
額
を
計
算
し
、
令
和
8
年
1
月
1

日
現
在
の
住
所
地
で
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
市
・
県
民
税
は
、
一
定
の
金
額
を

負
担
す
る
「
均
等
割
」
と
、
所
得
に

応
じ
て
負
担
す
る
「
所
得
割
」
か
ら

構
成
さ
れ
ま
す
。

　
本
市
に
住
所
の
あ
る
人
は
均
等
割

と
所
得
割
の
合
計
額
が
、
本
市
に
住

所
は
な
い
が
事
業
所
や
家
屋
敷
な
ど

を
持
つ
人
は
均
等
割
の
額
が
課
税
さ

れ
ま
す
。

　
ま
た
、
森
林
環
境
税（
国
税
）と
し

て
1
、
0
0
0
円
が
、
均
等
割
の
額

と
併
せ
て
徴
収
さ
れ
ま
す
。

◦
均
等
割
…
4
、
0
0
0
円（
市
民
税

3
、
0
0
0
円
＋
県
民
税
1
、
0� 

0�

0
円
）

◦
所
得
割
…
課
税
所
得
の
10
パ
ー
セ

ン
ト（
市
民
税
6
パ
ー
セ
ン
ト
＋

県
民
税
4
パ
ー
セ
ン
ト
）

納
付
方
法

普
通
徴
収

　
自
営
業
の
人
な
ど
は
、
納
付
書
や

口
座
振
替
で
年
4
回
に
分
け
て
納
付

し
ま
す
。

　
令
和
8
年
度
の
「
市
民
税
・
県
民

税
・
森
林
環
境
税
納
税
通
知
書
兼
決

定
通
知
書
」
は
、
6
月
12
日
㈮
に
発

送
し
ま
し
た
。

給
与
か
ら
の
特
別
徴
収

　
会
社
員
な
ど
の
給
与
所
得
者
は
、

6
月
か
ら
翌
年
5
月
ま
で
の
12
回
に

分
け
て
給
与
か
ら
差
し
引
か
れ
ま
す
。

　
税
額
な
ど
は
給
与
の
支
払
者
を
通

し
て
通
知
し
ま
す
。

公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

　
令
和
8
年
4
月
1
日
時
点
で
65
歳

以
上
の
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た

年
金
所
得
者
は
、
年
金
か
ら
差
し
引

か
れ
ま
す
。

　
対
象
者
に
は
、
納
税
通
知
書
兼
決

定
通
知
書
で
特
別
徴
収
額
を
通
知
し

ま
す
。

　
年
金
の
支
給
が
停
止
さ
れ
た
場
合

や
、
介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
特
別

徴
収
さ
れ
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、

市
・
県
民
税
と
森
林
環
境
税
の
特
別

徴
収
は
中
止
と
な
り
、
普
通
徴
収
に

な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
税
額
が
変
更
に
な
っ
た
り
、

市
外
に
転
出
し
た
り
し
た
場
合
に
も
、

普
通
徴
収
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

課
税
さ
れ
な
い
人

均
等
割
と
所
得
割
が
課
税
さ
れ
な
い

人
◦
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
生
活

扶
助
を
受
け
て
い
る
人

◦
未
成
年
、
ま
た
は
障
害
者
控
除
・

ひ
と
り
親
控
除
・
寡
婦
控
除
な
ど

を
受
け
て
い
る
人
で
、
令
和
7
年

中
の
合
計
所
得
金
額
が
1
3
5
万

円
以
下
の
人

◦
令
和
7
年
中
の
合
計
所
得
金
額
が

次
の
計
算
式
で
求
め
た
金
額
以
下

の
人（
28
万
円
×（
扶
養
人
数
＋
1
）

＋
10
万
円
＋
16
万
8
、
0
0
0
円
＊
）

所
得
割
が
課
税
さ
れ
な
い
人

◦
令
和
7
年
中
の
総
所
得
金
額
等
が

次
の
計
算
式
で
求
め
た
金
額
以
下

の
人（
35
万
円
×（
扶
養
人
数
＋
1
）

＋
10
万
円
＋
32
万
円
＊
）

＊
計
算
式
中
の
「
16
万
8
、
0
0
0

円
」
と
「
32
万
円
」
は
扶
養
親
族

が
い
る
場
合
に
加
算
さ
れ
ま
す
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※くわしくは市民税課（☎20-1513）へ。

皆さんからの質問にお答えします

ふるさと納税をした際にワンストップ特例制度を申請しました。この分は、市・県民
税申告や所得税の確定申告で申告する必要はありますか。

ワンストップ特例制度は、市・県民税申告や所得税の確定申告が不要な給与所得者などがふるさと納税を
行った場合に、申告をしなくても寄付金控除を受けられるよう手続きが簡略化された制度です。自営業者
や給与所得以外にも収入がある人などが市・県民税申告や所得税の確定申告を行う場合は、ワンストップ
特例制度を申請したふるさと納税分についても申告が必要です。

7Q

7A

令和8年3月20日にA市からB市に引っ
越しました。令和8年度の市・県民税
はどちらに納めるのですか。

令和8年1月1日時点の住所はA市であるため、
令和8年度はA市に納めることになります。

市・県民税がかかる収入の基準を教え
てください。

給与収入のみで扶養者がいない場合、1年間（前年
の1〜12月）の総収入が103万円を超えると課税さ
れます（本市の場合。市区町村によって異なる）。

1Q 2Q

1A
2A

学校を卒業し、令和8年4月から就職し
ました。市・県民税がかかっていない
のはどうしてですか。

市・県民税は、前年の1〜12月の所得を基に税
額を計算します。そのため、前年の所得が非課
税の範囲内である場合は、令和8年度の市・県
民税はかかりません。

子どもがアルバイトを始めました。扶
養控除の範囲内となる収入は130万円
未満ですか。

130万円未満というのは、一般的に社会保険の扶
養に入ることができる基準であるといわれていま
す。給与収入のみの場合、市・県民税や所得税の
扶養控除の範囲内となる収入は123万円以内です。

3Q 4Q

3A 4A

令和8年3月に退職し、市・県民税を一
括で納めましたが、令和8年度の納税
通知書兼決定通知書が届きました。支
払う必要はありますか。

退職時に支払ったのは、毎月の給与から特別徴収
されるはずだった令和7年度課税分の残額です。
今回届いたのは、令和8年度課税分（令和7年1〜
12月の給与所得に対する税額）の通知なので、こ
ちらも支払いが必要です。なお、令和8年1〜3月
の給与所得に対する市・県民税は、令和9年度分
として課税されます。

5Q

5A

夫が令和8年1月2日に亡くなりました
が、令和8年度の納税通知書兼決定通
知書が届きました。支払う必要はあり
ますか。

令和8年1月1日時点で存命でしたので、市・県
民税が課税されます。この場合は相続人が納め
ることになります。

6Q

6A
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